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６
月
24
日
に
例
年
よ
り
遅
い
プ
ー
ル
開
き
を
し

ま
し
た
。
以
降
、
梅
雨
の
合
間
を
縫
っ
て
水
着
に

着
替
え
、
準
備
運
動
を
し
て
、
プ
ー
ル
へ
。
ク
ラ

ス
の
半
数
ず
つ
が
交
代
で
入
り
、
ジ
ャ
ン
プ
を
し

た
り
、
ワ
ニ
泳
ぎ
を
し
た
り
、
水
の
心
地
よ
さ
を

味
わ
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

幼
稚
園
で
は
毎
月
Ａ

Ｌ
Ｔ
の
ニ
ッ
ク
先
生
、

地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
の
平
形
さ
ん
、
石
坂

さ
ん
を
お
招
き
し
て
、

英
語
遊
び
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
今
回
は
色
に

関
す
る
表
現
で
し
た
。

ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
な
が

ら
色
の
名
前
を
英
語
で

覚
え
ま
し
た
。

　

７
月
31
日（
金
）に
高
山
運
輸
倉
庫（
株
）の

都
筑
雅
彦
代
表
取
締
役
社
長
が
高
山
村
役
場

へ
来
庁
し
、
不
織
布
マ
ス
ク
４
０
０
０
枚
を

寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

７
月
19
日（
日
）好
天
に
恵
ま
れ
、
県
道
渋
川
下
新

田
線
で
ク
リ
ー
ン
作
戦
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

参
加
人
数
は
20
名
で
、
熱
中
症
対
策
と
し
て
水
分

補
給
を
し
、
流
れ
る
汗
を
拭
き
な
が
ら
車
道
の
脇
や

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
外
側
を
、
小
さ
な
ゴ
ミ
ま
で
丁
寧
に

拾
っ
て
歩
き
ま
し
た
。

　

自
動
車
で
は
な
か
な
か
気
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
ゴ

ミ
の
状
況
は
、
一
人
ひ
と
り
の
小
さ
な
マ
ナ
ー
で
大
き

く
変
わ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
１
日
で
し
た
。

　

こ
の
美
し
い
高
山
村
を
守
る
た
め
に
、
微
力
な
が
ら

今
後
も
こ
の
活
動
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

高
山
運
輸
倉
庫

㈱
よ
り
マ
ス
ク

４
０
０
０
枚
が

寄
贈
さ
れ
ま
し
た

婦
人
会

「
ク
リ
ー
ン
作
戦
」を

実
施
し
ま
し
た

７/31

７/19

プ
ー
ル
遊
び

英
語
に
親
し
も
う

高山幼稚園
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８
月
６
日
、
吾
妻
交
通
安
全
協
会
高
山
支
部

役
員
の
皆
さ
ん
に
よ
り
、
交
通
安
全
対
策
の
一
環

と
し
て
、
道
路
支
障
木
の
除
去
と
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー

清
掃
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

８
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
高
山
村
は
14
年

連
続
で
、
交
通
事
故
死
者
０
を
達
成
し
て
い
ま

す
。

　

今
後
も
引
続
き
、
交
通
安
全
活
動
の
推
進
を

図
り
、
村
民
皆
様
と
協
力
し
、
交
通
事
故
０
を

目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

尚
、
各
ご
家
庭
で
運
転
や
歩
行
の
妨
げ
に
な

る
よ
う
な
道
路
沿
い
の
樹
木
・
垣
根
等
は
除
去

し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
致

し
ま
す
。

吾
妻
交
通
安
全
協
会

高
山
支
部
活
動

８/６

information
くらしの情報

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
出
産
を
行
っ
た

際
に
、
出
産
前
後
一
定
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

● 

免
除
期
間　

予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間

（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ
月

前
か
ら
６
カ
月
間
）

● 

届
出
方
法　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
提
出
可
能
で
す
。
役
場
の
国
民

年
金
担
当
窓
口
へ
以
下
の
も
の
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
国
民
年
金
被
保
険
者
関
係
届
書（
申
出
書
）

・
母
子
手
帳
の
写
し
等
の
出
産
予
定
日
が
証
明
で
き
る
も
の

国
民
年
金
保
険
料「
産
前
産
後
期
間
」の
免
除
に
つ
い
て

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準

額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、

日
本
年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）が
実
施
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
方

・ 

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　
（
以
下
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

・
65
歳
以
上
で
あ
る

・
世
帯
員
全
員
が
、
市
町
村
民
税
が
非
課
税
と
な
っ
て
い
る

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下
で
あ
る

・ 
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　
（
以
下
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

・
前
年
の
所
得
額
が
約
462
万
円
以
下
で
あ
る

●
請
求
手
続
き

①
平
成
31
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　

�

対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
手
続
き
の
ご
案
内
が
９
月

上
旬
か
ら
順
次
届
き
ま
す
。
同
封
の
は
が
き（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請

求
書
）を
記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
平
成
31
年
４
月
２
日
以
降
に
年
金
を
受
給
し
は
じ
め
た
方

　

�

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
区
町
村
で
請
求
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
ご
請
求
で
お
困
り
に
な
っ
た
時
に
は
、﹁
給
付
金

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
﹂（
☎
０
５
７
０
・
０
５
・
４
０
９
２
）ま
た
は
渋
川
年
金
事
務

所（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
に
つ
い
て

国

民

年

金

　

９
月
１
日
～
９
月
10
日
は
国
土

交
通
省
が
定
め
る
﹁
屋
外
広
告
物

適
正
化
旬
間
﹂
で
す
。
県
で
は
、

９
月
１
日
～
９
月
30
日
を
﹁
屋
外

広
告
物
美
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
﹂
実

施
期
間
と
し
て
、
違
反
簡
易
広
告

物
の
除
却
作
業
や
違
反
広
告
物
の

是
正
指
導
等
、
屋
外
広
告
物
の
適

正
表
示
に
向
け
た
取
り
組
み
を
重

点
的
に
実
施
し
ま
す
。

　

群
馬
県
は
屋
外
広
告
物
条
例
を

制
定
し
て
、
屋
外
広
告
物
を
設
置

で
き
る
地
域
や
物
件
の
ほ
か
、
広

告
物
の
表
示
面
積
や
高
さ
な
ど
、

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
ル
ー
ル
を

定
め
て
い
ま
す
。
高
山
村
で
屋
外

広
告
物
を
設
置
す
る
た
め
に
は
、

群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
に
従
っ

て
、
原
則
、
許
可
を
受
け
る
こ
と

が
必
要
で
す（
小
規
模
な
自
家
広
告

物
等
、
一
部
の
場
合
を
除
く
。）。

条
例
に
違
反
し
た
広
告
物
を
設
置

し
た
場
合
に
は
、
県
に
よ
る
罰
則

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

許
可
申
請
窓
口
は
、
左
記
問
い

合
わ
せ
先
の
中
之
条
土
木
事
務
所

で
す
。
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
基

準
や
許
可
の
申
請
方
法
に
つ
い
て

は
、
群
馬
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
確
認
で
き
ま
す
。

　

ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
適
正
な
屋

外
広
告
物
の
設
置
を
し
ま
し
ょ
う
。

● 

問
い
合
わ
せ
先　

中
之
条
土
木

事
務
所
施
設
管
理
係
☎
０
２
７

９
・
７
５
・
３
０
４
７

屋
外
広
告
物
美
化
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す


